
処方せん、投薬についてのお知らせ

当院で発行する処方せんは、『先発医薬品』か『後発医薬品（ジェネ
リック薬）』を保険薬局にて患者様に選んでいただくことが出来るように
一般名処方での記載となっております。

また医師が商品名を指定して処方する場合や後発品が存在しないお薬な
どに対しては、従来通り商品名での記載となります。

一般名処方をすることにより、保険薬局において銘柄によらず調剤出来
ることで対応の柔軟性を増し、患者様に安定した医薬品の提供が出来るよ
うになります。

なお、患者様が一般名処方の処方せんから長期収載品（先発医薬品）
へ変更を希望された場合、薬剤費の一部が『選定療養費』の対象となり
ご負担いただくことがあります。

✿一般名処方の処方せんとは？

【般】カルボシステイン錠500ｍｇ

例）ムコダイン(商品名)を処方する場合
下記のように【般】＋ 有効成分の名前(一般名)で記載

当院では患者様の状態に応じ、以下の対応が可能です。

● 28日以上の長期処方を行うこと
● リフィル処方せんを発行すること

※ 長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは
 病状に応じて担当医が判断いたします
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